
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくろいの“みち”に関する基本的な方針 
～ 「未来」につなぐ都市づくり ～ 
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袋井市 都市建設部 都市計画課・建設課 
  



 

 

 

 

 

  “みち”とは、 

道路法第2条・第3条に定義する道路で 

「高速自動車国道、一般国道、県道、市道」を指すとともに、 

都市計画法第19条に基づく都市計画道路等の 

「構想路線（新規整備路線）」をいう。 
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１章 背景と目的 

１．社会的な背景  

◆「これまで」 は、交通需要追随型（量 的確保）の道路整備を推 進 

かつ て の 高度 成 ⾧ 過 程に 我 が 国で は 、 経 済 発 展 と とも に 増 大 する 交 通 需要 に 応える

ことに重点を置 くこと、すなわち「交通需要追随型 」として道路ネットワークを整備す

ることが求めら れてきました。この 間、道路整備にあた っては、①地域間をもれなく連

結すること、②増大する交通需要に対応すること、③設計基準の標準化により 早期の展

開を図ること、これらの 3つ の事項を課題に整備が 進められてきました。これらは、交

通容 量 の 確保 に 重点 を置 い た 道 路 整 備手 法で あ り 、す な わち 仕様 型 設 計と し て一 般化

され、我 が国の道路ストックの充足 に大きな役割を果たし、この結果として、今日の経

済発展がもたら されたことに疑いの 余地はありません。 

◆「これから」 は、量的確保から質的向 上へ転換 

今後、本 格的な人口減少・高齢社会を迎えるとともに、数々の自然災害を被ることは

避けられません 。また 、都市部 では、スプ ロール化が進む一方で 、地方部では施設が空

間的 に 散 在し 、 災害 危険 性 の 高 い 地 域等 のい わ ゆ る限 界 集落 にも 施 設 が立 地 して いる

状況です。厳しい予算制約 やインフラ維持 管理問題に直面する今後 の社会において、こ

れら を も れな く カバ ーし て 快 適 な 生 活水 準・ サ ー ビス を 維持 する こ と は非 常 に厳 しい

状況です。 

また、道路の量的整備が進んだ今、交通機能の区分が 曖昧な道路が多く存在す るのも

実情です。このた め、それぞれの交通機能（役割 分担）を明確にするとともに、これに

応じて、幹線道路は⾧距 離を移動する通 過車両が、街路は都 市内を移動する車両が、生

活道路は歩行者・自転車等が、それぞれの主た

る利用主体が利 用しやすい環境となるよ う、道

路ネットワーク の再編や、交通機能に応じた道

路空間の 機能強化が求められてい ます。 

これからの時代 は、これまでの量的確保とい

う「つくる」時 代から、真に 必要な道路を見極

め「ま もる」とともに 、質的向上を目指 した「つ

かう」時 代が到来し、道 路ネットワークの望ま

しい姿を実現す るために、都 市間、地域 間、日

常 生 活 圏 域 な ど の 拠 点 間 を 安 全 か つ 効 率 的 に

連 絡 す る と い う 道 路 本 来 の 使 命 に 立 ち 返 る 必

要があります。   

「つくる」 

時代から 

「まもる・つかう」 

時代へ 

量的確保 質的向上 

質
的 

向
上 （「 機能階層型道路ネットワーク計画のためのガイドライン」 よ り 引 用 ）  
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２．本市を「取り巻く状況」  

◆「これまで」 は、積極的につくる都市 づくりを展開 

これ ま で 本市 で は 、 袋井 駅 周 辺の 都 市 拠 点 を 中 心 とし て 地 域 拠点 や 集 落拠 点 との連

携強化を図りな がら、移動の円滑化や生産性の向上等の重 要な役割を持つ道路を、選択

と集 中 に より 効 率的 に整 備 を 進 め る とと もに 、 土 地区 画 整理 事業 等 の 実施 に よる 住環

境の整備や工業 団地の造成による企業誘 致など、人口増加 を前提とした「積 極的につく

る都市づくり」 を展開してきました。  

◆都市づくりと 合わせて計画的・効果的 に道路整備を推進  

このような市 街地整備や企業誘致等と合わせて、「幹線となる道路」の 整備について

は、都市 の成⾧を 見 据え広域的な 道路 ネ ットワークの構築 を 図るため、1986年 （ 昭和

61年 ）に第 １級 ・２ 級市 道 をは じめ、 都 市計画 道路 や幹線 農 道、 県 道等 を対象 と する

「袋井 市 道 路整備 10箇年 計 画」 を策定 し 、計画 的な 道路整 備 に着 手 しま した。 ま た、

2001年(平成 13年)の「第四次 道路整備 10箇年 計画」の改定時 に は、従来の第１級 ・２

級市道をはじめ 、都市計画道路や幹線農道、県道等を対象 とした計画を改め、国道・県

道・市道及び構想 路線を含めた中で、道路機能の分類を「主要幹線道 路、幹線道路、地

区幹線道路」に 区分し、整備計画を策定 しています。 

現在におい ては、2017年（平成29年）3月に、2017年度（平成29年度 ）から2026年

度（令和8年度）までの10箇年における整備箇所を位置づけ る「袋井市みちプロ グラム」

を策 定 し 、こ れ に基 づき 、 都 市 の 成 ⾧を 見据 え 優 先 し て 整備 する 道 路 及び 区 間を 選定

し、周 辺のネットワークや財政状況などを考慮しつつ計画 的・効果的に整備を 進めてき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、その他の「生活道路」においては、自治会から の要望やニーズに基づき 事業化

してきました。事業化にあたっては 、効果的・効率 的に事業を進める必要が あるため、

生活道路評価制 度を用いて優先順位を決 定し、財政状況等 を勘案しつつ、事 業化準備路

線（事業化 の候補路線）を選定しま す。選定した路線は、「協働によるみちづくり事業」

に着手し、地域と整備手法等を検討するとともに、合意形成を図りながら順次 整備を進

めてきました。   

■「幹線となる道路」の整備状況 

資 料 ： 庁 内 資 料 (2019 年 (平 成 31 年 ） 4 月 現 在 ) 

■道路機能分類のイメージ 
路線数 実延長(km) 整備済 概成済

48 58

53% 64%

45 47

55% 57%

58 71
51% 62%

151 176

53% 62%
合　計 169 286

主要幹線道路 18 90

幹線道路 36 82

地区幹線道路 115 114

　上段：延長(km)
　下段：概成率

道路機能の分類
　上段：延長(km)
　下段：整備率
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◆本市の道路を 「取り巻く状況」 ～都市計画マスタープランの改定～  

道路を取り巻く 状況は、大きな転換 期を迎えており、今 後訪れる人口減少・少子高齢

社会において、社会保障費等の扶助費 の増加が予測される一方 で、投資的経費に おいて

は 、2005年 （平成17年）の 約52億 /年 か ら2015年 （平成27年）に は 約 43億 円/年 に 縮 減 し 、

今後も財源の確保が さらに困難となることが 予測されています。これに加えて、激甚化

する 自 然 災害 や 老朽 化イ ン フ ラの 加 速度 的増 加 へ の対 応 など 、様 々 な 問題 に 直 面 して

います。ま た、2015年（平成27年）に 実施した交通量調査 の結果において、 調査地点

56地点のうち 37地点 で交通量の 減少がみ られ たとともに、 混 雑度の 改善や交通事 故 が

減少しています。このようなことから、将来を見据え、これからの時代に合 わせた道路

の整備・改良・ 維持管理等が求められて います。 

このように 本市の道路を取り巻 く状況が刻々と変化する中で、2018年（ 平成30年）

に改定した「都市計画マスタープラ ン」では、道路 の整備や維持管理の基本 的な考え方

や道路網基本計 画図（次頁参照）を見直 す方針を示しています。  

 
 
 
 
 
 

  

本市を取り巻く状況 
 【 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 社 会 へ の 対 応 】  

● 人 口 ( 全 年 齢 ) の減 少   2015 年 (平 成 27 年 )87,155 人  →  2040 年 (令 和 22 年 )79,900 人  
● 減 少   2015 年 (平 成 27 年 )54,905 人  →  2040 年 (令 和 22 年 )44,800 人  
● 高 齢 化 (65 歳 以 上 )率 の上 昇  2015 年 (平 成 27 年 )   21.5% →  2040 年 (令 和 22 年 )   31.2% 

※ う ち 75 歳 以 上 の 高 齢 者 率  2015 年 (平 成 27 年 )  10.7%  

【 扶 助 費 の 増 加 、 投 資 的 経 費 の 縮 減 】  
●  
 扶 助 費 の 増 加： 2005 年 (平 成 17 年 )約 22 億 円 /年  →  2015 年 (平 成 27 年 )約 53 億 円 /年  
 ： 2005 年 (平 成 17 年 )約 52 億 円 /年  →  2015 年 (平 成 27 年 )約 43 億 円 /年  

【 自 動 車 の 交 通 量 ・ 交 通 事 故 の 減 少 、 混 雑 度 の 改 善 】  
● 交 通 量 が 減 少  調 査 56 地 点 の う ち 37 地 点 で 減 少  
● 混 雑 度 (1.25 以 上 )の 改 善  2011 年 (平 成 23 年 ) 23 区 間  →  2015 年 (平 成 27 年 ) 13 区 間  
● 交 通 事 故 減 少  2007 年 (平 成 19 年 )893 件 → 2018 年 (平 成 30 年 )629 件  

都市計画マスタープランの改定 
 【 都 市 づ く り の 方 針 を 転 換  ～ 量 的 確 保 か ら 質 的 向 上 へ ～ 】  

● 2018 年 (平 成 30 年 )3 月 に 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン を 改 定 し 、 都 市 づ く り の 基 本 的 な 方 針 を こ れ ま で
の 「 積 極 的 に つ く る 都 市 づ く り 」 か ら 「 質 の 高 く 持 続 可 能 な 都 市 づ く り 」 へ 転 換 し た 。  

【 道 路 網 基 本 計 画 図 の 見 直 し 】  
● 道 路 網 基 本 計 画 図 に 位 置 づ け る 総 延 ⾧ 約 286kmの 道 路 の う ち「 市 道 」の 未 整 備 路 線 約 76km（ 概 成 済 み

除 く ）の 整 備 費 は 約 836億 円（ 110万 円 /m×76,000m）で 、全 路 線 整 備 完 了 ま で に 約 120年（ 約 836億 円
÷7.3億 円 /年 （ ） ） を 要 す る た め 実 現 で き る 計 画 へ 見 直 す 。      

【 事 後 保 全 型 か ら 予 防 保 全 型 へ の 移 行 (舗 装 ・ 橋 梁 ) ～ 財 政 負 担 の 平 準 化 や 軽 減 に 向 け て ～ 】  
● 道 路 舗 装 は 、重 点 管 理 路 線 (15 路 線 37km)を 予 防 保 全 型 へ 移 行 す る に あ た り 、整 備 費 総 額 約 50 億 円 が

必 要 と な る （ 約 2 億 円 /年 ×25 年 計 画 ） た め 、 更 な る 検 討 が 必 要 。 資 料 ： 袋 井 市 舗 装 維 持 修 繕 計 画  
● 橋 梁 は 、全 橋 梁 914 の う ち 橋 ⾧ 15m 以 上 を 対 象 と し て ⾧ 寿 命 化 修 繕 計 画 を 策 定 。総 額 約 125 億 円（ 約

2.5 億 円 /年 ×50 年 計 画 ） が 必 要 と な る た め 、 更 な る 検 討 が 必 要 。 資 料 ： 袋 井 市 橋 梁 ⾧ 寿 命 化 修 繕 計 画  
● 大 規 模 災 害 に 備 え 、 災 害 に 強 く 安 全 性 ・ 信 頼 性 の 高 い 道 路 を 確 保 、 維 持 す る 必 要 が あ る 。      

【 次 世 代 交 通 、 情 報 通 信 技 術 (ICT)等 の 技 術 革 新 を 見 据 え た 都 市 づ く り 】  
● 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ か ら 生 ま れ る 支 え 合 い を は じ め 、デ マ ン ド 交 通 等 の 既 存 交 通 に 加 え 、カ ー シ ェ ア リ

ン グ な ど 、 新 た な ネ ッ ト ワ ー ク の 導 入 に 向 け た 都 市 づ く り の 検 討 が 必 要 。  
● 次 世 代 交 通 と し て 、 開 発 が 進 む 自 動 運 転 ・ LRT(輸 送 量 が 少 な い 路 面 電 車 )を 取 り 入 れ る な ど 、 技 術 革

新 を 見 据 え た 都 市 づ く り や 、 情 報 通 信 技 術 (ICT、 IoT 等 )を 活 用 し た 先 進 性 の 高 い 都 市 づ く り が 必 要 。
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「道路網基本計画図」とは、  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道路 網基 本 計画 図は 、将 来の 骨 格 と なる 道路 ネ ッ ト ワー クの 姿を 示し た もの で、

本市を通過する 道路（国道・県道・市道や都 市計画道路等の新規整備 路線）、全3,858

路線・総延⾧ 約1,255kmを主要幹線道路 ・幹線道路・地区幹線道路 に分類・整理し、

現在においては 、全169路線・総延⾧286 kmの道路 網基本計画図としてまと めていま

す。 

■現在の道路網基本計画図  

凡 例   

主 要 幹 線 道 路  

 

 

高 規 格 道 路 

 

幹 線 道 路   

地 区 幹 線 道 路   
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３．策定の「目的」  

◆都市計画マス タープランに示す「これ から」の都市づくりの考 え方  

都市計画マスタ ープランでは、人口 減少、少子高齢社会 においても、都市拠点を中心

に地域拠点・集落拠点が連携し、市が一体となったコンパクトで 持続可能な都市構造 を

目指すとともに 、人口減少下におい ても魅力・活気・にぎわいといった 都市活力を十分

に創造しながら、誰もが安全・安心でより快適に暮らし続けることのできる質の高い都

市づくり に取り組むため、新たな都市づく りに向けた基本理念や基 本目標、これを具 現

化し将来の都市 の骨格的な姿を描いた将 来都市構造、さら に、この将来都市 構造の実現

に向 け た 都市 計 画に 関わ る 土 地 利 用 や道 路、 景 観 等の 各 分野 で基 本 的 な考 え 方を 示す

分野別基本方針 を掲げています。 

◆都市計画マス タープランに示す「基本 理念」や「将来都市構造 」の実現に向けて  

市民 の 生 活や 経 済 活 動等 の 都 市活 力 を 支 える 基 盤 とな る 道 路 につ い て 、 将 来 を 見据

え、これからの 時代に合わせた効果的・効率的な“みち”づくり（まもる・つかう・つく

る）を進め るため、本市を支 える「骨格となる“み ち”」を見極め
．．．

、新たな道路網基本計

画図を描くとと もに、ヒトとクルマの共存や道路空間の活 用、さらには技術革 新への対

応など、新たなニーズ（視点）を踏まえ、これからの道路 の整備・維持管理の考え方（方

向性）を示す 「ふくろいの“みち”に関す る基本的な方針（以下「 本方針」という。）」

を定めます。 

 

 

 

 

 

 

  

都市計画マスタープランに示す「基本理念」・「将来都市構造」の実現を向けて  
将来を見据え、これからの時代に合わせた効果的・効率的な 

“みち”づくりを進めるため 

道路を「取り巻く状況」 
 

本格的な人口減少・高齢社会  

激甚化する自然災害・切迫する巨大地震 

厳しさが増す財源の確保 

老朽化インフラの加速度的増加 

直面する「課題」 

ヒトとクルマとの共存 道路空間を活用した新たな連携・交流 

情報通信技術(ICT)の進展への対応 次世代交通に対応したみちづくり 

新たな「ニーズ（視点）」 

ふくろいの“みち”に関する基本的な方針を定める 
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■都市計画マスタープランで定める「基本理念」・「将来都市構造」 

基本理念 
 住みたくなる 住んで良かったと実感できるまち 

活力あふれる ふるさと ふくろい  

将来都市構造 
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２章 「ふくろいの“みち”に関する基本的な方針 」の策定にあたって 

１．本方針の「位置づけ」 

本方針は、本市の最上位計画となる「総合計画」や「国 土利用計画（第２次袋 井計画）

に即して定めた「都市計画マスター プラン」に基づき策 定するとともに、拠 点と拠点間

ネットワークの 強化等を示す「立地 適正化計画」と連携 しながら、道路網基 本計画図や

道路の整備・維持 管理の考え方（方向性）を定めるものです。整備計画 である「袋井市

みちプログラム 」や、修繕・⾧寿命化等の 維持管理計画で ある「 袋井市舗装維持修繕計

画」・「袋井市橋梁⾧寿命化修繕計画」等 については、本方針に即した ものとします。 

また、道路は、都市 づくりの基礎となるこ とから、商業・工業・観光等の産業振興や

公共交通、防災、情報通信技術など、道路 を取り巻く様々な分野の 計画・施策と連携を

図りながら本方 針を定めます。 

 

 

  

■本方針の位置づけ  

 総合計画・国 土利用計画（第 2 次袋井市計画）  

都市計画マスタープラン 

都 市 づ く り の 基 本 的 な 方 針  

「基本理念」や「将来都市構 造」の実現に向けて 

将来を見据え た「道路ネットワーク の姿」 

 
●道路網基本計画 図 ● 基本方針  

道路の整備・維 持管理 

  

 
 

 

公 共 交 通  

協 働  

産 業 振 興  

関 係 す る 他 分 野  

歴 史 ・ 文 化  

防 災   

環 境 ・ 景 観  

立 地 適 正 化 計 画  
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２．本方針に「定める事項」  

本方針では、将来を見据えた新たな「道路網基本計画図」と、これからの「 整備・維

持管理の基本方 針」を定めていきます。  

新たな「道路網基 本計画図」については、現在では、生活道路をはじめ 、幹線となる

道路 や 高 速道 路 まで 様々 な 機 能 の 道 路を 位置 づ け てお り 、交 通機 能 面 から の 適切 な役

割分担に応じた 整理が必要となっていま す。このため、主要幹線道路・幹線道路につい

ては⾧距 離を移動する車 両が、地区幹線道 路については市内を移動 する車両が、生活 道

路ついては歩行 者・自転車等が、それぞれの主たる利 用主体が利用しやすい環 境となる

よう、これまでの道路網基本計画図を継承しつつ 、改めて 役割・機能を分類・整理して

いきます。 

また、これからの「 整備・維持管理の基本方針」については、新たな道路 網基本計画

図に位置づける「 主要幹線道路・幹線道路・補助幹線道路」と、これら幹 線となる道路

まで の ア クセ ス 機能 や地 域 内 の 連 絡 機能 を有 し 、 地域 コ ミュ ニテ ィ の 場と し ても 活用

される生活に必 要な都市基盤である「生活道路 」について 、今後の 整備と修繕・⾧寿命

化等の維持管理 の考え方（方向性）を示 していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふくろいの“みち”に関する基本的な方針」に定める事項 
 
◆将来を見据えた新たな「道路網基本計画図」      

 これまでの道 路網基本計画図を継承した中で 、 
将来を見据え 、役割・機能を 改めて分類・整理します 。 

 

本市を支える「骨格となる“みち”」を位置づけます。 

主要幹線道路・幹線道路・補助幹線道路 
幹 線 と な る 道 路 で 、 産 業 活 動 、 都 市 間 ・ 地 域 間 の 連 携 ・ 交 流 等 の 都 市 活 力 を 支 え る と と も に 、 防 災 な ど 、 市

民 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 の た め に 重 要 な 都 市 基 盤  

◆これからの「整備・維持管理」の基本方針        
道路網基本計画 図に位置づける「主要幹線道 路・幹線道路・補助幹線 道路」と、 

これら幹線となる道路へのアクセス機能を有し、地域内の連携・交流を支える「生活道路」の 
「整備・維持 管理」の考え方（方向性）示します。 
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３章 新たな「道路網基本計画図」～「骨格となる“みち”」の選定・整理～ 

１．選定・整理の「考え方」 

新たな「 道路網基本計画図」に 位置づける道路には、これまでの道路網基本 計画図を

継承した中で、真に“まもるべき”・“つくるべき”みちを、本市を支える「骨格となる“み

ち”」として位置 づけていきます。 

この「骨格 となる“みち”」は、都市計画マスタープランに 示す「将来都市構造 」等を

踏まえ、産業活動や近隣市町から大都市圏までの広域的な 連携・交流を支え都 市活力を

創出する道路や 、市域内の都市拠点 、地域拠点、集 落拠点をつなぎ快適で利 便性の高い

市民生活を支え る道路、さらに は、大規模災害に備 え迅速な救援・救急 活動と円滑な復

旧・復興を支え る道路とします。 

これらの道路の 選定・整理にあたっては、「ふくろい版の道路機能分類の定義」を定

め、これに基づ き、将来を見据えた新た な道路網基本計画図を描 いていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市を支える「骨格となる“みち”」を位置づける 
 

産業活動や都市間の広域的な連携・交流を支え 都市活力 を創出する“みち” 

地域間(都市拠点、地域拠点、集落拠点)をつなぎ 市民の生活 を支える“みち” 

災害時の迅速な 救援・救急活動 や円滑な 復旧・復興 を支える“みち” 

、 

現在の「道路網基本計画図」 

将来を見据えた新たな「道路網基本計画図」を描く 

ふくろい版の道路機能分類の「定義」を定める 

整理・選定にあたっては、 
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２．ふくろい版の道路機能分類の「定義」 

新たな道路網基 本計画図を描くには、ま ずは「骨格となる“みち”」を、都市 計画マス

タープランに定 める「 将来都市構造」等に基づき選定し、その後 、適切な道路機能分類

に整理する必要 があります。この 道路機能分類の整理にあ たっては、道路構 造の一般的

な技術的基準で ある道路構造令の機能分 類の考え方を基本とし整 理していきます。 

これらを踏まえ 、ふくろい版の道路機能分類の「定義」を右頁のと おりとし、新たな

道路網基本計画 図を描いていきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本市を支える「骨格となる“みち”」を「選定」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適切な道路機能分類に「整理」 

 

都市計画マスタープラン ～ ～ 
 産業活動や 都市間の連携・交流を支え 都市活力を創出する広域 連携軸と近隣連携

軸や、都市構造の背骨となる 都市軸、地域間をつなぎ 市民生活を支える拠点 間ネッ

トワーク、さら には、防災上重要なネット ワークを「骨格となる“みち”」としま す。 

■将来都市構 造に示す軸（道路）等 

広域連携軸 周辺市町から大 都市圏までを広域的に結 ぶ道路 

近隣連携軸 広域連携軸や隣 接市町を結ぶ道路 

都市軸 都市拠点と３つ の地域拠点を効果的に結 ぶ南北と東西の 道路 

 都市拠点、地域 拠点、集落拠点を相互に 結ぶ道路 

 災害時の迅速な救援・救急活動や円滑な復旧・復興を支える道路 

 道路構造令の解説と運用 ～一般的な道路の機能分類～ 
道 路 構 造 の 一 般 的 な 技 術 的 基 準 で あ る 道 路 構 造 令 の 機 能 分 類 の 考 え 方 を 基 本 と

し主要幹線道路 ・幹線道路・補助幹線道 路に整理します。  

■道路構造令の 解説と運用に示す道路機 能分類 

主要幹線道路 地 方 生 活 圏 及 び 主 要 な 都 市 圏 域 の 骨 格 を 構 成 す る と と も に 地
方生活圏を相互 に連絡し、 ⾧が⾧く交通量 も多い道路 

幹線道路 
地 方 生 活 圏 内 の 二 次 生 活 圏 の 骨 格 を 構 成 す る と と も に 主 要 幹
線道路を補完し て二次生活圏相互を連絡 し、トリップ⾧ が比較
的⾧く交通量も 比較的多い道路  

補助幹線道路 地方生活圏の一 次生活圏の骨格を構成す るとともに、幹線道路
を補完して一次 生活圏相互を連絡する道 路 
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ふくろい版の道路機能分類の「定義」 
 
機能分類 「定義」と「主な路線」 

主要幹線道路 

【定 義】  
●県内の主要 都市である静岡市（中部 地方）、浜松市（西部地方)

等を相互に連絡 する道路 
●将来都市構 造に示す本市と都市圏とを広域的に結ぶ「広域連携

軸」に該当する 道路 
●高速道路の インターチェンジにつながる道路 
 
【主な路線】  
●国 道：1号 、150号 
●県 道：磐田掛川線、(都)袋 井森町インター通り線 
● 市 道： 湊川井線                 など 
 

幹線道路 

【定 義】  
●隣接する市 町である掛川市、磐田市、森町を 相互に連絡する道

路 
●主要幹線道 路を補完する道路 
●将来都市構 造に示す隣接する市町を結ぶ「近隣連携軸」に該当

する道路 
 
【主な路線】  
● 県 道： (都)袋井駅森駅線 、(主)袋井大須賀線 、掛川山梨線 
● 市 道： 東同笠油山線、掛之上祢宜弥線、(都)村松山科線 など 
 

補助幹線道路 

【定 義】  
●本市の都市 拠点、地域 拠点、集落 拠点、交流 拠点等を相互に連

絡する道路 
●幹線道路を 補完する道路 
● 将 来 都 市 構 造 に 示 す 都 市 拠 点 と ３ つ の 地 域 拠 点 を 効 果 的 に 結

ぶ南北と東西の「都市軸」、及び都市拠点、地域拠点、集落拠
点のそれぞれを 相互に結ぶ「拠点間ネットワーク」に該当する
道路 

 
【主な路線】  
● 県 道： 山梨敷地停車場線、西同 笠浅羽線 
● 市 道： (都 )平 宇 線 、 太 田 村 松 線 、 (都 )袋 井 広 岡 線  

(都)浅羽東 部線、 福 田 浅 羽 大 須 賀 線      など 
 

※ 高 速 自 動 車 国 道 （ 東 名 高 速 道 路 、 東 名 高 速 道 路 ） は 、 高 規 格 道 路 に 分 類 し ま す 。  
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３．新たな「道路網基本計画図」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在の「道路網基本計画図」総延⾧ 約286km 整備率 約62% 
総延⾧
（km）

整備延⾧
（概成済含む）

整備率
（概成済含む）

国道・県道 77 54 70%
市道 13 4 31%

路線数 18 計 90 58 64%
県道 19 10 53%
市道 63 37 59%

路線数 36 計 82 47 57%
県道 2 0 0%
市道 112 71 63%

路線数 115 計 114 71 62%
国道・県道 98 64 65%

市道 188 112 60%
路線数 169 計 286 176 62%

道路機能分類

主要幹線道路
(東名高速道路含む)

幹線道路

地区幹線道路

合  計

凡 例   

主 要 幹 線 道 路  

 

 

高 規 格 道 路 

 

幹 線 道 路   

地 区 幹 線 道 路   

道 路 の 機 能 分 類 の 定 義  

主 要 幹 線 道 路  袋 井 市 と 他 市 町 を 効 率 的 に 結 ぶ 道 路 （ 市 道 湊 川 井 線 な ど ）  

幹 線 道 路  袋 井 市 の 各 地 区 や 主 要 な 施 設 を 結 ぶ 道 路 （ 市 道 東 同 笠 油 山 線 な ど ）  

地 区 幹 線 道 路  市 民 生 活 の 基 礎 的 な 道 路 で 、 幹 線 道 路 の 補 助 的 機 能 を 担 う 道 路 （ 市 道 春 岡 14 号 線 な ど ）  

 
※ 「 袋 井 市 み ち プ ロ グ ラ ム 」 よ り  
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新たな「道路網基本計画図」総延⾧ 約167km 整備率 約75% 

凡 例   

高 規 格 道 路   

主 要 幹 線 道 路   

幹 線 道 路   

補 助 幹 線 道 路   

道 路 機 能 分 類 の 定 義  

主 要 幹 線 道 路  ● 県 内 の 主 要 都 市 （ 静 岡 市 、 浜 松 市 等 ） を 相 互 に 連 絡 す る 道 路        ● 高 速 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ に つ な が る 道 路  
● 将 来 都 市 構 造 に 示 す 本 市 と 都 市 圏 と を 広 域 的 に 結 ぶ 「 広 域 連 携 軸 」      

幹 線 道 路  ● 隣 接 す る 市 町 （ 掛 川 市 、 磐 田 市 、 森 町 ） を 相 互 に 連 絡 す る 道 路       ● 主 要 幹 線 道 路 を 補 完 す る 道 路  
● 将 来 都 市 構 造 に 示 す 隣 接 市 町 を 結 ぶ 「 近 隣 連 携 軸 」             

補 助 幹 線 道 路  ● 市 内 の 拠 点 間 （ 都 市 拠 点 、 地 域 拠 点 、 集 落 拠 点 ） を 相 互 に 連 絡 す る 道 路   ● 幹 線 道 路 を 補 完 す る 道 路  
● 将 来 都 市 構 造 に 示 す 「 都 市 軸 」 と 「 拠 点 間 ネ ッ ト ワ ー ク 」          

 
※ 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン 示 す 「 将 来 都 市 構 造 」 の 考 え 方 や 「 道 路 構 造 令 」 の 道 路 機 能 分 類 の 考 え 方 を 基 本 と し 定 め た 「 ふ く ろ い 版 の 定 義 」 で す 。  

総延⾧
（km）

整備延⾧
（概成済含む）

整備率
（概成済含む）

国道・県道 27 25 93%
市道 8 4 50%

路線数 5 計 35 29 83%
県道 47 34 72%
市道 27 20 74%

路線数 24 計 74 54 73%
県道 6 5 83%
市道 52 37 71%

路線数 44 計 58 42 72%
国道・県道 80 64 80%

市道 87 61 70%
路線数 73 計 167 125 75%

道路機能分類

主要幹線道路
(東名高速道路含む)

幹線道路

補助幹線道路

合  計
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ふくろいの“みち”に関する基本的な方針 

19 

４章 整備・維持管理の「基本方針」  

１ 「基本方針」の策定にあたって 

都市計画マスタ ープランでは、都市 拠点を中心に地域拠点・集落拠点が連携し、市が

一体 と な った コ ンパ クト で 持 続 可 能 な都 市構 造 を 目指 す とと もに 、 人 口減 少 下に おい

ても魅力・活気・にぎわいといった都市活力を十分に創造 しながら、誰もが安全・安心

でよ り 快 適に 暮 らし 続け る こ と の で きる 質の 高 い 都市 づ くり に取 り 組 んで い くこ とと

しています。 

このため、「道路基本 計画図に位置づけた骨格となる“みち”（以下「幹線となる道路」

という）」は、都市活力を創出 し、市民生活や大規模災害 時における救援・救急活動等

を支える重要な 路線となることから、確実なネットワーク の構築に向けて、計画的な整

備に よ る 早期 完 成と 効率 的 な 維 持 管 理を 行い 、 継 続的 に 機能 を確 保 し てい く 必要 があ

ります。 

また、幹線となる道路までのアクセス機能や地域内の連絡 機能を有し、地域 コミュニ

ティの場として も活用される「生活道路」は、道路や地域の 状況に応じて、地域・企業

との連携・協働 により適切に維持管理し ていく必要があります。  

このようなこと から、将来を見据え、これか らの時代に合わせた効果 的・効率的な“み

ち”づくりを進め るため、みちを「適切に“まもる（守る）”」、「賢く“つかう（使う）”」・

さらには、「効率よく“つくる（造 る）”」を基本方針に掲 げ、今後の整備・維持管理に

向けた考え方を 示していきます。 

 

 

  

 
将来を見据え、これからの時代に合わせた効果的・効率的な 

“みち”づくりを進めるため 
次の３つを「基本方針」として定めます。 

基本方針 3 
効率よく“つくる” 

基本方針 1 
適切に“まもる” 

基本方針 2 
賢く“つかう” 
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２ 基本方針  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 1 適切に“まもる”  

 

市民にとって生 活の重要な基盤と なる道路は、限られた財源の中で、将来にわ たっ

て安全・安心 と円滑な交通に支障をおよぼすことがないよう適切に保全・維持（まも

る）していきま す。 

また、良好な道路環境を 維持するため、行政が実施している道路パトロールをはじ

め、地域・企業 等との協働による道路 愛護活動等を継続してい くとともに、多くの方 々

が参加できるよ う地域・企業等との更な る連携・支援強化に取り 組んでいきます。  

市民の暮らしを支える道路の適切な保全・維持  

幹線となる道路  

【取組１】新技術（ICT、データなど）を活用した維持管理の効率化 

【取組２】予防保全型へ移行し、健全度(安全・安心)の確保とコスト縮減 

【取組３】企業等と連携した協働による維持管理 

【取組４】景観と環境に配慮（まもる）したみちづくり 

生活道路  

【取組１】適時・適切な維持管理を実施し、安全な道路を確保 

【取組２】地域の道路は、地域みんなで守る 
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【取組１】新技術（ICT、データなど）を活用した維持管理の効率化 

道路の日常点検 や定期点検については、現在は、人手を 介した目視点検・計 測点検が

中心で、点検スキルの継承をはじめ として、人手不足・技術低下による安全 性への不安

や、点 検コストの増大によりインフラへの新規投資が困難 になるなど、様々 な課題の発

生が予測されま す。 

このため、ICT や IoT、AI など、新たな技 術を組み合わせ、よ り効率的・効果 的な点

検に取り組むこ とで、老朽箇所の早期発見や点検品質の向 上、さらには点検コ ストの縮

減を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼ 新 技 術 を 活 用 し た 点 検  

● ド ロ ー ン を 使 用 し た 点 検  ● 超 音 波 探 傷 法 に よ る 亀 裂 検 査  ● 塩 化 物 含 有 量 測 定  

▼ AI と ロ ボ ッ ト を 併 用 し た 点 検 の 将 来 像  

②

幹線となる道路  
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【取組２】予防保全型へ移行し、健全度(安全・安心)の確保とコスト縮減 

維持管理手法を、これまでの事後保全型から予防保全型へ 移行し、点検・診断・措置・

記録 の メ ンテ ナ ンス サイ ク ル を 通 し て、 舗装 維 持 修繕 計 画や 橋梁 ⾧ 寿 命 化 修 繕計 画等

の内容を充実（策 定・改定）し、予防的な保全を進めることで、道路スト ックを適切に

保全・維持するとともに、ライフサイクルコストの縮 減と維持管理費の平準化 に取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組３】企業等と連携した協働による維持管理 

本市では、これまで企業や 市民団体が主体とな った道路愛護活動等を促 進し、支援し

てきました。今後においても、これらの道路の清掃・美化活動等 を促進・支援していき

ます。 

また、2016 年（平成 28 年）3 月に道 路法改正により創

設された道路協 力団体制度では、指定された道 路協力団体

が道路の維持管 理に協力することが可能 となりました。 

こうした制度も 活用しつつ、企業・市民団体と 連携しな

がら、良好な道 路環境の維持に取り組ん でいきます。 

 

  

▼ 予 防 保 全 型 の 維 持 管 理 手 法 へ の 移 行  

▼ 企 業 に よ る 道 路 愛 護 活 動  

⾧寿命化計画等 

反映・充実  
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【取組４】景観と環境に配慮（まもる）したみちづくり 

 郊外部に広が る田園風景や、丘陵 地に広がる茶園景観など 、本市独自の美しい「農の

風景」や、小笠山丘 陵地・宇刈丘陵地・磐田原台地の斜面からなる雄大な「 自然景観」

は、本市 の原風景を構成する貴重な 資源であることから、ガードレールや街灯、電柱等

の道路構造物の 更新の際には、色彩 の配慮、無電柱化の 促進、屋外広告物の 規制など、

農と自然景観と の調和した道路づくりを 進めます。 

また、環境においても、環境負荷の軽減に向けた環境 配慮型の道路構造とする ととも

に、歴史文化資 源（松並木）等の周辺環 境と調和した道路としま す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼ 環 境 負 荷 の 少 な い 道 路 づ く り  

▼ 景 観 ・ 周 辺 環 境 に 配 慮 し た 道 路 空 間 の 形 成 （ 無 電 柱 化 、 屋 外 広 告 物 の 規 制 等 ）  

▼ 環 境 配 慮 型 の 道 路 舗 装  
（ 路 上 再 生 路 盤 工 法 ）  

▼ 無 電 柱 化 に よ る 景 観 へ の 配 慮  
● 地 中 化 に よ る 無 電 柱 化  ● 裏 配 線 に よ る 無 電 柱 化  ● 軒 下 配 線 に よ る 無 電 柱 化  
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生活道路 

【取組１】適時・適切な維持管理を実施し、安全な道路を確保 

道路パトロール 等の定期点検を実施した 中で、劣化が進行 し、道路機能に影 響がおよ

ぶ欠 損 部 等に お いて は、 こ れ ま で と 同様 に交 通 に 支障 が ない よう 部 分 的な 補 修を 即時

行い、安全な道 路を確保します。 

また、日 常点検にあたっては、これまでの行政の実施す る道路パトロールのほか、郵

便局との協力協 定による道路破損の発見・連絡、地域か らの連絡システム（スマートフ

ォンアプリ等）を周知・活用するなど、更なる地域・企業等と連携強 化を図り、安全・

安心な状態を維 持していきます。  

 

 

 

 

 

 

  

生活道路  

▼ 部 分 補 修 （ パ ッ チ ン グ ）  

▼ ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し た 通 報 シ ス テ ム （ フ ッ ピ ー Voice）  
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【取組２】地域の道路は、地域みんなで守る 

これまでのよう に地域・企業・市民団体等 の方々には、身近 な道路（生活道路）の清

掃・草 刈り等の愛護活動に取り組んでいただき、行 政がこれらの活動を支援す ることで

良 好 な 道 路 環 境 を 維 持 し て い き ま

す。 

また、このような活 動は、道路を

地域の財産・資源として 守る愛護の

気 持 ち の 醸 成 や 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ

の形成など、魅力ある地 域づくりに

も 寄 与 す る こ と か ら 、 よ り 多 く の

方々が参加でき るよう、協働の取り

組 み を 更 に 推 進 ・ 支 援 し て い き ま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

みんなで 
守る 

行政 

協力 
・ 

連携 

地域 

企業 

協力 
・ 

連携 

協力・連携 

▼ 協 働 に よ る 維 持 管 理 の イ メ ー ジ  

▼ 地 域 ・ 企 業 ・ 市 民 団 体 と 連 携 し た 周 辺 環 境 の 維 持 管 理  
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基本方針２ 賢く“つかう” 

～誰もが使いや すい道路空間の形成と、 新たな価値の 創出～ 

 

これま で に 整備 した 道 路は 、道 路本 来の 持つ交 通 機 能や 、ラ イフラ イン 等の 収納

機能、防火・採光・通風等の空 間機能にとどまらず、今ある道路空間に新たな機能を

加え、これを「活用」することで、地域の 魅力向上や、にぎわい創 出など、新たな価

値を創り出し ていきます。 

また、高齢化や環境・健康意識の高まり、技術革新の進展 など、社会情 勢やニーズ

が変化する中 で、自転車利用者の増加 や、小型モビリティ・自動 運転等の研究が進ん

でいま す。 この よう な状況 にお い て 、こ れまで に整 備し た道 路は、 将来 を 見 据え 、

様々なモビリ ティ（クルマ）とヒトが「共存」した安全・安心に 誰もが使いやすい道

路空間の形成 を目指します。 

 

【取組１】人々が「憩い・集う場」として活用を促進 

【取組２】ヒトとクルマが「共存」した道路空間の形成 

【取組３】将来を見据え「次世代交通」に対応した道路環境の研究 

【取組４】ICT 等を活用したヒト・クルマの動きの解析 

【取組５】インフラ等を活用した「担い手の創出」と「地域の活性化」 

幹線となる道路・生活道路  

生活道路  

【取組１】既存道路を活用した交通安全対策の推進 
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【取組１】人々が「憩い・集う場」として活用を促進 

 これまでに整 備した広い道路空間や駅 前広場等は、地域・企業によるオー プンカフェ

やイベント開催 など、人々が憩い・集う場として「活用（つかう）」の促進を図り、新

たな価値を創出 し、歩行者が主体となっ た心地よい空間づくりに 取り組みます。 

また、2016 年（平成 28 年）3 月に道路法の一部改 正により創設された道路 協力団体

制度では、指定された道路協力団体が道路の維持管理等に 協力するとともに、道路空間

を活用した収益 活動が可能となりました 。さら

に、2020 年（令和 2 年）2 月には、地域を豊か

に す る に ぎ わ い の あ る 道 路 空 間 を 構 築 す る た

め、歩行者利便増進道路の 指定制度の創設に向

け て 道 路 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 が 閣 議

決定されました 。こうした制度 を活用し、企業・

団体・地域等と連携 しながら、道路環境の適切

な 維 持 管 理 と 合 わ せ た 地 域 の に ぎ わ い づ く り

や、地域の価値 の向上に取り組んでいき ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▼ 道 路 空 間 の 「 活 用 」 し た オ ー プ ン カ フ ェ （ 新 た な 価 値 を 創 出 ）  

幹線となる道路・生活道路  

▼ 道 路 協 力 団 体 制 度 の イ メ ー ジ  

▼ 道 路 空 間 を 「 活 用 」 し た イ ベ ン ト  



  
 

28 

【取組２】ヒトとクルマが「共存」した道路空間の形成 

子ども、お とな、高齢者等（ヒト）と自転車、小型モ ビリティ、自動運転バス等の多

様なモビリティ（クルマ）が「 共存」した誰もが安全・安心・快適に利用で きる道路空

間を形成するた め、道路空間内の再配分（自転車走行空間 の確保等）や、ユニバーサル

デザイン（段差 解消等）の導入を推進し ます。 

また、案 内サインについては、英語やピクトグラムなど の表記や、主要観光 施設まで

の連続した道案 内の設置、標識の適正な 配置・集約・撤去、逆走防止など、すべての人

に分かりやすい 道案内を推進し、安全な 移動を支援します。 

  ▼ 道 路 空 間 の 「 再 配 分 」（ 自 転 車 走 行 空 間 の 確 保 ）  ▼ ヒ ト と ク ル マ の 「 共 存 」

▼ 段 差 解 消  ▼ 多 言 語 表 記 の 案 内 板  ▼ 自 転 車 走 行 空 間 の 確 保  

▼ 英語やピクトグ ラムなどの表記  ▼ 観光地 までの連続した 道案内  
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【取組３】将来を見据え「次世代交通」に対応した道路環境の研究 

 近年では、利用者が増加している カーシェアリングなど、自動車の新たな保有・利用

形態 に も 着目 す ると とも に 、 高 齢 化 や環 境意 識 の 高ま り から 小型 低 速 モビ リ ティ や自

動運転バス、LRT（輸送量が少ない路面電車）、BRT（バスを基盤とした大量 輸送シス

テム）について も新たな交通手段（次世 代交通）として期待が高 まっています。 

このように、技術革新の進展や自動 車に対する考え方が目まぐるしく変化する中で、

将来を見据え、今後の公共交通施策の動向や取組と合わせ、次世代交通に対応 した道路

環境の研究を進 めます。 

 

 

 

 

 

 

 

【取組４】ICT 等を活用したヒト・クルマの動きの解析 

 本市における 交通量調査は、委 託業者の人手観測により、概ね５年毎に実施 しており

ます。こ のデータを根拠に渋滞・混雑の分析を行うなど 、道路計画の立案や 交差点改良

等の工事に活か してきました。 

今後においては 、トラフィックカウンター等のセンサ ーやCCTVカメラによる常時観

測、さらには、AIカメラによる車種 区分の細分化や二輪車・歩行者へ対応し た高度化を

推進することで、従来の人手観測を廃止し、効率的な 調査の実現に向けて研究 していき

ます。 

 また、得 られたデータ（ビッ クデータ）をAI等で分析・評価し、道路計画（優先順位

等）の立案・見直し等への活用をはじめ、今後のまちづくりにも活 かすなど、新たなに

ぎわいや活気の 創出につなげてしていき ます。 

  

▼ 自 動 運 転 バ ス  ▼ LRT（ 路 面 電 車 （ 富 山 市 ））  ▼ 小 型 低 速 モ ビ リ テ ィ  

ま ち づ く り ・ 道 路 計 画 に 活 か す  

▼ AI カ メ ラ に よ り ヒ ト と ク ル マ の 往 来 状 況 を 常 時 観 測  
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【取組５】インフラ等を活用した「担い手の創出」と「地域の活性化」 

インフラは、市民の 生活や産業等の 経済活動を支えている だけではなく、観光資源と

して活用できる 地域固有の財産です。これらの特性を活かし 、近年では、普 段触れるこ

とのできないイ ンフラの内部や、工 事中の風景等を見学する「インフラツーリズム」が

各地で実施され ています。これまで、本市においては、防潮堤や命 山、総合体育館等の

公共施設の建設 現場の見学会等を実施し てきました。 

このようなこと を通して、公共施設に近づき 、触れ ることで、公共施設の整備・維持

管理への理解や 興味を深めていただくと ともに、担い手の 育成（児童や学生 等を対象と

した現場見学会 等）に取り組んでい きます。また、こういった公共施設を活 用したイベ

ントを開催し、地域に人を呼び込み地域活性化につなげる など、新たな価値の 創出に取

り組んでいきま す。 

  
▼ 防潮堤 ・命山・総合体育館 など 

 

防 潮 堤  
 

命 山  
 

総 合 体 育 館  
 

防 潮 堤 （ 地 域 に よ る 初 日 の 出 イ ベ ン ト ）  
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【取組１】既存道路を活用した交通安全対策の推進 

本来 で あ れば 交 通 量 に応 じ た 一定 幅 員 に よ る 道 路 の拡 幅 な ど 、規 格 に 合っ た 道路整

備を行う必要が あります。しかしな がら、多くの用地や 費用が必要となるほか、地域と

の合 意 形 成を 図 りな がら 道 路 計 画 を 策定 して い く など 、 様々 な調 整 が 必要 と なり 事業

化に至るまでに はかなりの時間を要して しまいます。 

このため、地域と十 分に話し合いながら、地域の協 力（ 合意形成等）を得た中で、既

存の道 路 空 間を 活用 し たカ ラー 舗装 や速 度規制 等 の 規制 誘導 に よる 交通 安全 対策 など 、

地域の課題やニ ーズに応じた柔軟な整備 を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活道路  

▼ 交 通 安 全 対 策 等 の 事 例  
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基本方針３ 効率よく“つくる” 

  

都市活力の創 出や市民生活、災害時の救援・救急活動を支え るなど、都市間と地域

間をつなぎ市 の発展と安全・安心に資する幹線 となる道路については、都市計画 マス

タープランに 示す基本理念や将来都 市構造等の実現に向けて、計画的・効果的に 整備

（つくる）を 推進していきます。 

また、幹線となる道路 までのアクセス機能を有 し、生活 を支えるうえで必要な都 市

基盤である生 活道路は、地域の日常生活空間と して、地 域のコミュニティ場への 活用

や歩行者等の 安全・快 適さが求められているた め、地域 の課題やニーズに応じた 柔軟

な整備を地域 と協力しながら推進し ていきます。 

 

幹線となる道路  

【取組１】都市間・拠点間の「連携」と「道路機能」の強化 

【取組２】計画的・効率的に整備を推進 

【取組３】新技術（ICT 等）の導入による品質管理の高度化 

【取組１】地域の課題に応じた柔軟な整備の推進 

生活道路  



ふくろいの“みち”に関する基本的な方針 
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【取組１】都市間・拠点間の「連携」と「道路機能」の強化 

 道路網基本計 画図に位置づける主要幹 線道路、幹線道路 、補助幹線道路等 の幹線とな

る道路は、更なる地域発展の基盤形成に向けて、近 隣市町から大都市圏までの 広域的な

連携や、市域内の都市拠点・地 域拠点・集 落拠点の連携を強化する ため、社会情勢やニ

ーズに応じて、 優先順位を見極めながら 計画的・効果的に整備を 推進します。 

また、幹線となる 道路において、歩道未整備や、狭あい・蛇行部分等の 危険箇所、混

雑度が高く渋滞 している箇所など、改善が必要な箇所が存 在しているため、歩道の整備

や交差点改良、道路拡幅など、安全・安心で快適な 道路環境の形成に取り組 んでいきま

す。 

なお、国道・県道にあた っては、期成同盟会等を通じて、早 期の事業化や全線整備・

改良等に向け、 継続的に要望し促進を図 ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

幹線となる道路  

▼ 都 市 間 を つ な ぐ 道 路 網 の イ メ ー ジ  ▼ 市 域 内 の 拠 点 間 を つ な ぐ 道 路 網 の イ メ ー ジ  
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【取組２】計画的・効率的に整備を推進 

道路網基本計画 図に位置づける幹線とな る道路の整備は、事業効果（B/C等）の検証

を行うなど、優先順位を見極めなが ら、選択と集中によ り計画的・効率的に 整備を進め

ます。 

また、事業開始後は、優先的・重点的に投 資を行い、早期に事業効果が発現す るよう

整備を推進して いきます。 

 

【取組３】新技術（ICT 等）の導入による品質管理の高度化 

 工事施工時に は、ICT を活用した施工を実施するとともに、測量・設 計、施工、監督・

検査、維持 管理に一元管理した３D・４D データをクラ ウド化し、施工段階において新

技術・工法を活用 した映像・計測データなど、出来形・品質管理に活用 し監督・検査の

高度化・合理化 を図ります。 

また、整備後の維持管理においても、施工データを活用し、点検・診断、補修・修繕、

更新時の効率化 を図ります。 

  ▼ 品 質 管 理 の 高 度 化 ・ 合 理 化 の イ メ ー ジ  

▼ ICT を 活 用 し た 掘 削 工 事  
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【取組１】地域の課題に応じた柔軟な整備の推進 

市民から寄せら れる市道への地元要 望（今起きている問題や多様なニーズ）に適切に

対応していくた め、まず、地域 とのヒアリングや現地確 認を行い、解決に至 るプロセス

を地域と共に考 える「協働によるみ ちづくり事業」を推 進し、地域と十分に 話し合いな

がら、地域の協力（ 合意形成、用地提供等）を得た中で、市道の局部改良 や速度抑制等

の規制誘導によ る交通安全対策、一定の幅員を確保するな ど、地域の課題に応 じた効率

的かつ効果的な 整備を進めていきます。また、協働 によるみちづくり事業を行 う路線選

定にあたり用い る「生活道路評価制 度」については、これまでの要望状況や 今後の整備

方針を踏まえ、 評価方法の見直しを検討 します。 

なお、2014年（ 平成26年）に実施し た災害危険度調査に おいて災害リスク が残る地

域においては、円滑な救援・救 急活動や復旧・復興 等に向けて防災力を高め る必要があ

ることから、道路の位置の指定、建物位置、道路後退など、総合的に危険度 の改善を図

る地区計画や、複 数敷地の集約・整序（小規模な土地区画整理事業）、狭あ い道路事業

等を推進してい きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活道路  

▼  

整 備 前 の 道 路 幅 員  用 地 提 供  

▼ 局 部 改 良 に よ る 交 通 安 全 対 策  

▼ 生 活 道 路 の 整 備 の 進 め 方  
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